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指定介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）重要事項説明書 
 

社会福祉法人 邦知会 ユートピア広沢 

 

当事業所はご利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）サービ

スを提供致します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいこ

とを次の通りご説明申し上げます。 

 

１．事業者 
（１）法人名              社会福祉法人 邦知会 

（２）法人所在地          群馬県桐生市広沢町６丁目３０７－３ 

（３）電話番号            ０２７７－５３－１１５０ 

（４）代表者氏名          理事長 祖父江 啓子 

（５）設立年月            平成９年７月３１日 

 

 

２．事業所の概要 
（１）事業所の種類      指定介護予防短期入所生活介護事業所・平成 18年 4月 1 日指定  

               群馬県介護保険事業所番号１０７０３００１０６ 

              ※当事業所は特別養護老人ホームユートピア広沢に併設されて

います。 

（２）事業所の目的        社会福祉法人邦知会ユートピア広沢（以下「施設」という。）

が行う指定介護予防短期入所生活介護の事業（以下｢事業｣と

いう。）の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関す

る事項を定め、施設で指定介護予防短期入所生活介護の提供

に当たる者（以下｢従業者｣という。）が、要支援状態にある高

齢者（以下｢要支援者等｣という。）に対し、適正な指定介護予

防短期入所生活介護を提供することを目的とする。 

（３）事業所の名称        社会福祉法人 邦知会 ユートピア広沢 

（４）事業所の所在地      群馬県桐生市広沢町６丁目３０７－３ 

（５）電話番号            ０２７７－５３－１１５０ 

（６）施設長（管理者）    服部 弘 

（７）当事業所の運営方針  従業者は、ご利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護

保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考

慮した上で、ご利用者のできることはご利用者が行うこと

を基本としたサービス提供を行い、ご利用者の心身機能の

向上を図るものとする。 

（８）開設年月            平成１２年４月１日 

（９）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休（入退所） 

受付時間 月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

（電話等により休日及び上記時間外も常時連絡が可能です。） 

（10）通常の送迎実施地域  桐生市（旧桐生市）の区域 

（11）利用定員            ２０人 

（12）居室等の概要        当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用さ

れる居室は、原則として４人部屋ですが、１人部屋など他の種

類の居室の利用をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。
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（但し、ご利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望

に沿えない場合もあります。居室数は特別養護老人ホーム分

４０床を含む） 

居室・設備の種類 室  数 備    考 

個室（１人部屋） １０室  

２人部屋 １室  

４人部屋 １２室 うち和室風（仕切り障子）４部屋 

合  計 ２３室  

食  堂 ６室  

浴  室 ７室 一般浴槽 機械浴 

医 務 室 １室  

ｹｱﾜｰｶｰｽﾃｰｼｮﾝ １室  

上記は、厚生省が定める基準により、指定介護予防短期入所生活介護事業所に必置が義

務づけられている施設・設備です。居室の利用にあたって、居住費のご負担をいただきま

す。 

☆居室の変更：ご利用者側から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況に

より施設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室

を変更する場合があります。 

☆居室に関する特記事項  ●食堂ホールの一画には機能訓練用の平行棒等設置 

●衣類等収納設備完備 

食堂 

トイレの場所（居室内にポータブルトイレ､居室外に５ヶ所） 

  

３．職員の配置状況 
 当事業所では、ご利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供する職

員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については指定基準を遵守して

います。 
 
一  管理者         １名 

二  従業者  介護職員   ２０名以上 

生活相談員   １名以上 

        看護職員    １名以上 

      機能訓練指導員 １名以上 

        管理栄養士   １名以上 

 
〈職務内容〉 

一  管理者   

    施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。管理者

に事故あるときはあらかじめ理事長が定めた従業者が管理者の職務を代行します。 

   二  従業者  

          介護職員   利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援、日常生活の

援助を行います。 

       生活相談員 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に

努め、利用者又はその家族の相談に応じるとともに、必要な助

言その他の援助を行います。 
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       看護職員  常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のた

めの適切な援助を行います。 

       管理栄養士 利用者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導に従事します。 

☆ 夜間については夜勤者 2名・管理宿直者１名を配置しております。 

 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 
 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご利用者側にご負担頂く場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 
以下のサービスについては利用料金の大部分が介護保険から給付されます。 

①食事等の介護サービス 

・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとって頂くことを原則としてい

ますが、食堂で食事を摂ることができないご利用者にあっては、居室に配膳し必要な

食事補助を行います。また食事の提供に当たっては、食品の種類及び調理方法につい

て常に工夫し、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時

間に提供します。 

（概ねの食事時間）  朝  食     ８：００～  

昼  食   １２：００～ 

夕  食   １８：００～ 

 ②入浴 

・入浴又は清拭については、ご利用者の生活リズムや体調等より、事前に利用回数を相談

させて頂きます。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ③排泄 

・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④機能訓練 

・看護職員、介護職員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑤口腔ケア 

・日々の口腔内の清潔や衛生管理に努めるため、口腔内の特徴やそれに伴う周辺の影響な

どを十分に理解したうえで、毎日食後、口腔ケアを行います。 

 ⑥その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替え、更衣を行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 
 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者側の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

① 食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

ご利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証
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に記載された食費の金額（１日あたり）のご負担となります。 

② 居住に要する費用（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、ご負担していただきます。ただし、

介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載され

た居住費（滞在費）の金額（１日あたり）のご負担となります。 

 ③日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者側にご負担頂く

ことが適当であるものにかかる費用を負担頂きます。 

 例：歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日常品 

※おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

④通常の送迎実施地域外への送迎 

  通常の送迎実施地域以外の地区にお住まいの方で、利用時に施設が送迎をさせて頂く

場合には、通常の料金とは別に片道１,０００円を頂きます。 

 ⑤無料サービス 

   月に１～２回、理容・美容師の出張による理髪・美容サービス（調髪、顔剃、カット、

染め等）をご利用頂けるよう、施設が理容・美容師を無料でご手配致します。 

   ※サービス利用料は直接理容・美容師へお支払い下さい。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、ご利用者に対して

当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。その場合事前に変更の内

容と変更する事由について、当事業所よりご説明致します｡ 

 

<サービス利用料金（１日あたり）> 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額を除いた金額（自己負担額）と食費及び居住費の合計金額をお支払い下さい。（サ

ービスの利用料金は、ご利用者の負担割合や、要介護度等に応じて異なります。）ただし、

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担

いただきます。 

 

1. 介護予防短期入所生活介護費基本部分（１日につき）単位：単位数 

区分 要支援１ 要支援２ 

個室（従来型） 451 561 

連続 31 日以上介護予防短期入所生活

介護を行った場合 
442 548 

多床室 451 561 

連続 31 日以上介護予防短期入所生活

介護を行った場合 
442 548 

 

2. 介護予防短期入所生活介護費加算部分 単位：単位数 

加算名 日額 加算条件 備考 

療養食加算 8 単位／回 
必要に応じ、医師の食事せんに基

づいた療養食を提供した場合 対象者のみ 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 
200 単位／日 

認知症の行動・心理症状が認めら

れ、緊急な利用が必要であると医

師が判断した場合 

対象者のみ 

7 日を限度 

若年性認知症利用者受

入加算 
120 単位／日 

若年性認知症利用者ごとに個別に

担当者を定め、ニーズに応じたサ

ービスを提供した場合 
対象者のみ 
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送迎加算 184 単位／日 ご希望により、送迎を行った場合 
対象者のみ 

（片道分） 

生産性向上推進体制加

算Ⅰ 
100 単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを複

数導入し、役割分担の取り組み等

行い、一定の改善が図られた場合 
 

生産性向上推進体制加

算Ⅱ 
10 単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを１

つ以上導入し、生産性向上のため

の取り組みを行った場合 
 

口腔連携強化加算 50 単位／回 

事業所の従業者が口腔の健康状態

の評価を行い、歯科医療機関及び

介護支援専門員に当該評価の報告

を行った場合 

対象者のみ 

 

3.介護予防短期入所生活介護費加算部分 単位：単位数 

加算名 日額 加算条件 備考 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ） 
22 単位／日 

介護福祉士の資格を保有する職員

が、基準以上配置されている場合 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいず

れか 1 つを算定 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

所定単位数に

8.3％を乗じ

た単位数 

基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施している場合 
令和 6 年 5 月まで 

介護職員特定処遇 

改善加算Ⅰ 

所定単位数に

2.7％を乗じ

た単位数 

基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施している場合 
令和 6 年 5 月まで 

介護職員等ベースアップ等

支援加算 

所定単位数に

1.6％を乗じ

た単位数 

基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施している場合 
令和 6 年 5 月まで 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

所定単位数に

14.0％を乗じ

た単位数 

基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施している場合 
令和 6 年 6 月から 

 
＊上記 3の加算については、加算条件を事業所が満たした場合のみの算定となります。 

（ご利用中に加算内容の変更をする場合があります。） 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者側の負担

額を変更します。 

 

4.食費（保険外 日額） 単位：円 

基準額 

（第 4段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 3段階② 第 3段階① 第 2段階 第 1段階 

1,445 円 1,300 円 1,000 円 600 円 300 円 

（内訳：朝食３９５円 昼食５８０円 夕食４７０円） 

 

5.居住費（保険外 日額） 単位：円 

区分 基準額 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 
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（第 4段

階） 
第 3段階② 第 3段階① 第 2 段階 第 1段階 

従来型個室 1,171 円 820 円 820 円 420 円 320 円 

従来型個室 

8 月から 
1,231 円 880 円 880 円 480 円 380 円 

多床室 855 円 370 円 370 円 370 円 0 円 

多床室 

8 月から 
915 円 430 円 430 円 430 円 0 円 

 

※ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払い頂きます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護

保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合

も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者側が保険給付の申請を行うために

必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者側の負担

額を変更します。 

※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、その認定証に記載された食費・居住

費の金額のご負担となります。 

  

（３）利用料金のお支払い方法 
前記（１）（２）の料金は、１か月ごとに計算し、ご利用期間分の合計金額をご請求致し

ますので、翌月以降に以下のいずれかの方法でお支払い下さい｡（１ヶ月に満たない期間

のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします｡） 

ア・ 下期指定金融機関口座からの自動引き落とし・・手数料 無料 

                 足利銀行（支店は問わず） 引き落とし日・・・７日 

                 郵便局（どこの場所でも可）    〃     ・・・７日 

イ・ ア以外の金融機関口座からの自動引き落とし ・・１２日 

※手数料１５４円がご利用者側負担となります。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 
○利用予定期間の前に、ご利用者側の都合により、介護予防短期入所生活介護サービスの

利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この

場合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し出て下さい。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、キャンセル料として下記の料金をお支払い頂く場合があります。ただしご利用者の

体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金（自己負担相当

額）の５０％ 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者側の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、当事業所の介護支援専門員が他の利用

可能日時をご利用者側に提示して協議させて頂きます。 

○ご利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その

場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払い頂きます。 

 

（５）サービスの利用に関する留意事項 
当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されているご利用者の快適性、安全性を確

保するため、下記の事項をお守り下さい。 
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①持ち込みの制限 

○ご利用にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

マッチ・ライター等の火器 、 ナイフ等刃物類、  ペット等の生き物 、現金、高価

な貴金属、証券類、 その他他の人に迷惑がかかるとおもわれる物 

 

②施設・設備の使用上の注意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご利用者側に自己負担によ

り原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払い頂く場合があります。 

○ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められ

る場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとし

ます。但しその場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。 

○当事業所の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動を行うことはできません。 

③喫煙 

    ○事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

④サービス利用中の医療の提供について 

○医療を必要とする場合は、ご利用者側の希望により、下記協力医療機関において診療

や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院

治療を保証するものではありません。また下記医療機関での診療・入院治療を義務づ

けるものでもありません。） 

   ・協力医療機関 

菊地医院、藤井内科医院、恵愛堂病院、東邦病院 

・協力歯科医療機関 

加孝歯科クリニック 

 

５．個人情報の取り扱い 

（１）利用目的 

当施設では、ご利用者から提供されたご利用者およびご家族等に関する個人情報を、下記

の目的以外に使用致しません。 

①  ご利用者に提供する介護サービス等 

② 介護保険事務 

③ ご利用者のために行う管理運営業務（入退所等の管理、会計、事故報告、介護・

医療サービスの向上等） 

④  施設のために行う管理運営業務（介護サービスや業務の維持、改善の基礎資料の

作成、施設等において行われる学生等の実習への協力、職員の教育のために行う

事例研究等） 

 

（２）第三者への提供 

当施設では、下記の利用目的のためにご利用者およびご家族等の個人情報を第三者に提

供することがあります。 

①  介護保険事務などの施設業務の一部を外部事業者へ業務委託を行う場合 

②  他の介護事業所等との連携（サービス担当者会議等）及び連絡調整が必要な場合 

③  ご利用者の受診等にあたり、外部の医師の意見・助言を求めるため会議記録やケ

アプラン等を提供する場合 

④ 協力医療機関との間で、ご利用者の病歴等の情報を共有する場合 

⑤ 医療機関への入院や退所時、ご利用者の心身の状況や生活歴等を示す情報、栄養管
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理に関する情報を提供する場合 

⑥ 歯科医療機関や介護支援専門員に対し、口腔衛生状態及び口腔機能の評価の情報を

提供する場合 

⑦ ご家族への心身状態や生活状況の説明 

⑧ 研修等の実習生やボランティアの受け入れにおいて必要な場合 

⑨ 保険事務の委託（一部委託含む） 

⑩ 損害賠償保険などの請求に係る保険会社等への相談又は届出等 

⑪ 保険者等、行政機関や他の関係機関からの照会への回答 

⑫ 外部監査機関、評価機関等への情報提供 

⑬ 介護保険審査支払機関へのレセプト請求及び介護保険審査支払機関からの照会へ

の回答 

 

（３）ご利用者に関するお問い合せへの対応 

当施設では、ご利用者に関する来園やお電話でのお問い合せに対し、慎重に対応させて頂

いており、ご利用者のプライバシーに関わる個人情報につきましては（２）の場合を除き

外部に対し情報提供致しませんが、ご利用者が施設を利用されているかどうかについて

のみ、お問い合せに対して情報提供させて頂きます。お問い合せに対し回答して欲しくな

い方のご指定や、情報提供範囲についてのご希望がおありの場合は遠慮無くお申し出下

さい。 

 

（４）施設内での写真の掲示及び施設報等でのお名前、写真の掲示 

当施設では、外出やお祭り行事等の楽しい思い出を、参加されたご利用者に楽しんで頂く

ため、できるだけたくさん掲示するようにしております。またご利用者のご家族、施設外

の方々に施設への理解を深め、施設での様子を知っていただくため、施設報にお名前やお

写真を掲載することがあります。 

施設内での写真の掲示、施設報等へのお名前・お写真の掲載について希望されない場合は

遠慮無くお申し出下さい。 

 
 

６．事故発生時の対応について 
（１）当施設では、サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかに市町村、ご家

族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じさせて頂きます。また、事故の状況及び

事故に際して採った処置を記録することと致します。 

 

（２）事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものと致し

ます。 

 

（３）当施設において、施設の責任によりご利用者に対して生じた損害については、すみや

かに損害賠償をさせて頂きます。ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意

又は過失が認められる場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と

認められる場合に限り、施設の損害賠償額を減じる場合があります。 

 

（４）事故の発生において、施設の責任がないと認められる場合、施設は損害賠償責任を負

わないものとします 
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７．苦情の受付について 
（１）当事業所における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口 

      社会福祉法人 邦知会 ユートピア広沢   受付担当者 グループリーダー 

Tel ０２７７－５３－１１５０（事務所）  または 

      邦知会御利用案内センター 

Tel ０１２０－８０－４１６５ 

○ 受付時間  毎週月曜日～金曜日   ８：３０～１７：３０まで 

☆受付時間以外及び担当者不在の場合でも常時対応できる体制になっております。また、

ご意見受付箱を玄関ホールに設置しておりますのでご利用下さい｡ 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

苦情受付 
機関 

桐生市役所保健福祉部健康長寿課 
桐生市織姫町１－１ 

電話番号 ０２７７－４６－１１１１ 
受付時間 ８：３０～１７：１５ 

群馬県国民健康保険団体連合会 
前橋市元総社町３３５－８ 

電話番号 ０２７－２９０－１３２３ 
受付時間 ９：００～１７：００ 

群馬県社会福祉協議会  
運営適正化委員会 
前橋市新前橋町１３－１２ 

電話番号 ０２７－２５５－６６６９ 
受付時間 ９：００～１７：００ 

 

８．虐待の防止と身体拘束等の原則禁止について 
当施設では、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

①  虐待防止に関する専任の担当者を選定しています。 

 

 

  

②  身体拘束廃止に関する専任の担当者を選定しています。 

 

 

③ 虐待防止委員会・身体拘束対策委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知します。 

④ 虐待防止のための指針・身体拘束等適正化のための指針を整備します。 

⑤ 従業者に対し、虐待防止、身体拘束廃止・改善のための研修を定期的に行います。 

⑥ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

⑦  

９. ハラスメント対策について 
（1）事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい職場づくりを 

目指します。 

（2）利用者及び家族が事業者の職員に対しておこなう、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷

等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

虐待防止受付担当者 在宅サービス部長 

身体的拘束等適正化担当者 グループリーダー  
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１０. 提供するサービスの第三者評価の実施状況 
 

 

 

１１. 衛生管理等 
施設において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（１）施設における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね３ 

か月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

（２）施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施 

します。 

 

１２. 感染症や災害の対応力強化について 
（1）感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受けら

れるよう、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該

業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を

実施します。  

（2）業務継続計画の定期的かつ必要に応じての見直しを行います。 

 
１３．見守り機器の使用について 

  当施設では、生活リズムの把握や分析、事故予防・事故発生時の早期発見を目的とし、

ご利用者の状態に合わせた見守り機器を使用致します（見守り機器から得られた情報

は、重要事項説明書 ５.「個人情報の取り扱い」に定める範囲以外では使用致しませ

ん）。 

  ◎使用する見守り機器の種類  

・ センサーから感知される生体情報を感知し、ベッド上での状態を確認できるセンサー

マットの使用 

・ ベッド上での動きを検知する見守りカメラの使用 

・ 排泄の状態を感知するセンサーの使用 

 
 

第三者評価の実施状況 未実施 


